
二人以上の世帯のうち勤労者世帯で年間収入６００～７００万円（世帯主の給与所得約５００万円）の場合

負担している消費税額（年額）

（注１）消費支出は、年収６００～６５０万円と６５０～７００万円の層を世帯数分布により加重平均。
（注２）消費税は、家計調査における支出金額に、標準税率対象品目は１１０分の１０、軽減税率対象品目は１０８分の８を乗じて算出

2025 年 5月 12 日 衆議院予算委員会 日本共産党 辰巳孝太郎 ①　（パネル）
出典：総務省「家計調査結果」2024 年（二人以上世帯のうち勤労者世帯）から辰巳孝太郎事務所作成
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